
社会福祉事業に従事する者の確保を図る

ための措置に関する基本的な指針

平成5年4月14日

厚生省告示第116号

社会福祉事業法（昭和26年法律第45号）第70条の

2第1項の規定に基づき，社会福祉事業に従事する

者の確保を図るための措置に関する基本的な指針を

次のように策定したので，同条第四項の規定により

告示する。

社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針

近年，我が国においては，急速な高齢化と少子化

の進展，家族形態の変化，生活の質や心の豊かさの

重視，ノーマライゼーションの理念の浸透等を背景

として，国民の福祉に対するニーズが，より高度化，

多様化し，また，増大している。

このような国民の福祉に対するニーズを満たし，

国民生活の安定を確保するという観点から，社会福

祉の各分野において，社会福祉事業の一層の量的な

拡充を図るとともにそのサービスの質の向上を図る

ことが喫緊の課題となっている。このため，在宅福

祉を一層推進するとともに施設福祉の拡充を図り，

保健医療等の関連分野も含め，施策の体系化及び総

合化を促進する必要がある。また，情報を的確に提

供し，福祉サービスの選択の幅を拡大するなど，受

け手の側に立ったサービスの提供ができる体制を整

備していくことが求められている。

社会福祉事業は，人を相手とし，人が行うサービ

スであり，その適正な実施を図るためには，社会福

祉事業に従事する者の質及び量の両面にわたる確保

が不可欠である。一方，出生率の低下により労働力

人口は西暦2000年以降減少傾向をたどると予想され

る。このため，中長期的視点に立って人材の養成力

を一層強化し従事者の資質の向上を図るとともに，

業務の見直し，職員処遇の充実，働きやすい勤務体

制の整備，採用活動の多様化，社会的評価の向上等，

就業の促進及び定着化を図る各般の施策を総合的に

講じることが必要である。

この指針は，社会福祉事業を経営する者の行うべ

き措置並びに国及び地方公共団体が講ずる支援措置

を示すことにより，社会福祉事業に従事する者の確

保を図り，国民に必要な福祉サービスを適切に提供

することを目的とするものである。
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1　就業の現況

社会福祉事業に従事する者（以下「従事者」とい

う。）は，平成2年現在で約75万人である。近年の

動向を見ると，人口の高齢化，障害の重度化，在宅

福祉及び施設福祉の推進等により，その数は急速に

増加しており，昭和50年に比して1．7倍となってい

る。

約75万人のうち公営の社会福祉事業に従事する者

は約38万人，私営の社会福祉事業に従事する者は約

37万人である。また，社会福祉施設の職員のうち，

女性が約84％を占めており，専任職員が約80％であ

る。私営の社会福祉施設における採用及び退職の状

況をみると，新たに就業する者の約75％が中途採用

となっており，また，毎年専任職員の約10％が退職

している。

2　今後の就業の見通し

労働力人口の高齢化及び出生率の低下に伴う若年

労働力人口の減少が予想される中で，社会福祉分野

での労働力需要の急増が見込まれる。今後，仮に高

齢者人口の伸びに比例して従事者が増加するとすれ

ば，平成12年（西暦2000年）には，約111万人程度

となると見込まれ，これに退職者の補充を加えた従

第1　就業の動向

事者の確保が必要になることとなる。また，社会福

祉の仕事は，人間の尊厳にかかわる重要な仕事であ

り，それにふさわしい資質を備えた人材が求められ

る。各々の分野での主な従事者の需要動向は，以下

のとおりである。

まず，高齢者保健福祉推進十か年戦略に基づき在

宅福祉の推進及び老人福祉施設等の整備を進める必

要があり，これに伴い，ホームヘルパー，寮母等の

介護職員が十か年戦略実施以前に比し，18万人程度

の増が必要と見込まれる。

また，障害の重度化への対応，障害者の自立と社

会参加の促進等を図るため，身体障害者，精神薄弱

者及び精神障害者の施設を整備するとともに，施設

の地域開放，在宅福祉の充実等を図る必要がある。

このため，介護職員，相談指導に従事する職員，理

学療法士，作業療法士等の確保が強く求められる。

さらに，多様な保育ニーズに対応した保育サービ

スの充実，児童の健全育成の推進等を図るため，専

門的・指導的保育職員を確保することも必要である。

同時に，地域福祉を推進するため，今後，福祉サー

ビスの効果的提供，保健医療サービスとの有機的連

携，地域住民の自主的な福祉活動の推進等がますま

す重要となり，このため，地域における各種サービ

スを総合的に結びつけていくコーディネーターの確

保が必要不可欠になると見込まれる。

第2　人材確保の目標と課題

今後の就業の見通しを踏まえ，①専門的知識・技

術と豊かな人間性を備えた資質の高い人材を早急に

養成すること，②魅力ある職場づくりを推進し，必

要な人材を確保すること，③これらの措置により，

国民のニーズに対応し，適切なサービスを提供する

ことを目標とし，従事者の確保のため，次のような

取組を行うものとする。

・社会福祉事業は，数多くの職種から成り立って

おり，それぞれがその役割を果たしていくことに
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よって，はじめて適切なサービスの提供が可能と

なる。このため，あらゆる職種の従事者が生涯に

わたって自らの知識・技術を高めていくことがで

きるような研修体系を確立するとともに，福祉専

門職の養成力を強化すること。

・社会福祉事業においては，従来ともすれば，従

事者の人格や熱意に過度に期待する傾向が見られ

た。社会福祉を志し従事する者が誇りと生きがい

を持ち，長期にわたって就業しその能力を発揮で
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きるよう，職務の困難性・専門性を適切に評価し，

賃金，労働時間，福利厚生等の改善を図ること。

・政府は，ゆとりある国民生活を実現するため，

生活大国5か年計画期間中に年間総労働時間を1，

800時間とすることを目標としており，他の産業

との均衡をも考慮しつつ早急に労働時間の短縮を

図る必要がある。このため，当面は，週40時間労

働制を目指して，完全週休2日制の普及等，労

働時間の短縮を進めていくこと。

・福祉サービスは，人を相手とし，人が行うサー

ビスであることから，従事者がゆとりを持ってそ

の業務に専念できるよう，業務体制の見直しや業

務の省力化等を総合的に推進し，サービスの向上

と従事者の業務負担の軽減を合わせ実現すること。

・従事者の多くが女性であることにかんがみ，出

産，育児等を経ても引き続き就労ができるよう，

育児休業制度の普及定着，保育対策の充実等，働

きやすい環境を整備すること。また，福祉ニーズ

の多様化に対応するため，男性の参入を促進する

とともに，女性であることを前提とした福祉職種

の名称を見直すこと。

・女性の社会進出や，国民のゆとりある生活への

志向などにより，就労意識が変化している。また，

他の産業に従事している者等の福祉に対する関心

も高まっている。これらを柔軟に受け止め，幅広

い人材を確保していくため，従事者が受け入れや

すい多様な勤務体制を整備すること。

・意欲ある優秀な人材の参加を得るためには，社

会福祉の仕事の魅力について国民の認識を高める

ことも重要である。このため，より良い福祉サー

ビスの提供はもとより，福祉教育やボランティア

の振興，地域に板づいた事業運営の推進等により，

従事者の社会的評価の向上を図ること。

・社会福祉事業の運営は，多くは社会福祉法人に

委ねられており，サービスの向上，職員処遇の充

実はいずれも社会福祉法人の経営の在り方に大き

くかかわっている。このため，社会福祉法人の経

営の多角化，経営基盤の強化等を図ること。

第3　社会福祉事業を経営する者の行うべき措置

社会福祉事業を経営する者は，次のとおり，人材

確保を図るための措置を講ずる必要がある。

1　職員処遇の充実

社会福祉法人（社会福祉事業を行う医療法人，宗

教法人，財団法人等を含む。以下同じ。）における

職員処遇は，直接的には経営者と従事者との雇用関

係を通じて，具体的に内容が決定されるものである。

このため，社会福祉法人の経営者は，国及び地方公

共団体が講ずる支援措置を活用しつつ，職員処遇の

充実に積極的に取り組んでいく必要がある。

（賃金等）

（1）職務内容，公務員の給与水準及び地域の賃金状

況を勘案するなど，人材確保が図られるような適

切な給与水準の確保に努めること。

（2）職務の専門性を評価し，適切な処遇を行えるよ

うな給与体系及び職階制の確立を図ること。

（3）再就業者及び中途採用者について，前職経験を

評価して処遇する仕組みの確立を図ること。
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（4）公平妥当な評価基準に基づいた人事管理を行う

こと。複数の事業を経営する社会福祉法人にあっ

ては，一体的な人事管理を行うよう努めること。

（退職金）

（5）社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

に努めること。

（労働時間，休日等）

（6）週40時間労働制を目指して，完全週休2日制の

普及等，労働時間の短縮に努めること。年次有給

休暇の計画的付与等によりその完全取得を促進す

るとともに，所定外労働時間の短縮に努めること。

（7）産前産後の休業の利用促進，育児休業制度の普

及定着，介護休業制度の普及並びに保育対策の充

実を図ること。

（8）業務の特殊性から避けることができない夜勤勤

務，祝日勤務等については，勤務ローテ一ション

の改善を図るほか，必要に応じ，夜勤・宿日直の

みを行う非常勤介護職員を採用する等により負担

軽減に努めること。その際には，夜間における責

任者を明確にするとともに，非常勤介護職員の適



切な処遇を行うこと。

（業務体制，業務省力化等）

（9）幅広い人材を確保するため，従事者が受け入れ

やすい短時間就労，特定時間就労等勤務しやすい

体制の確立に努めること。その際には，雇用条件

を明らかにするとともに適切な処遇を行うこと。

(10)福祉サービスの評価基準を確立し，業務のマニ

ュアル化を図ることにより，その効率化に努める

こと。

(11)業務分担の見直し，各種職員の適切な組合せ，

チーム方式の活用等により効果的な業務体制の確

立に努めること。

(12)介護機器の導入，事務の電算化を推進するとと

もに，必要に応じ非常勤職員の活用，間接業務の

外部委託等を図り，介護職員等の業務負担の軽減

及び業務の省力化・効率化，労働時間の短縮を進

めること。

（健康管理・福利厚生）

(13)健康診断の実施，作業環境の改善を推進するこ

となどにより，従事者の健康管理を充実すること。

(14)施設等における感染防止を図るため，従事者に

対する必要な教育・研修を強化すること。

(15)従事者の健康の保持増進，余暇活動の充実，生

活利便の向上等の各種ニーズに応じる福利厚生の

充実に努めること。また，福利厚生センターの積

極的活用を図ること。

(16)国及び地方公共団体の補助・融資制度の活用に

より，宿舎の整備を図ること。

2　資質の向上

経営者は，継続的な自己研鑽に合わせ，積極的に

従事者の資質の向上に努めていく必要がある。

（1）職場における業務を遂行する中で，従事者が日

常的に専門的知識・技術を修得できるよう職場内

研修体制を整備すること。あわせて，一般職員の

指導に当たる施設長等，幹部職員の研修機会の確

保等に努めること。

（2）従事者の研修参加の機会を確保するとともに，

研修受講者の評価等研修体制の充実強化を図るこ

と。

（3）従事者が働きながら，社会福祉士，介護福祉士

等の国家資格を取得することを容易にするため，

職場内学習の機会の確保等，学びやすい環境づく

りに努めること。

3　就業の促進及び定着化

優秀な人材を確保し，その定着化を図るため，経

営者は，採用活動の合理化及び多様化に努める必要

がある。

（1）採用に当たっての雇用条件の明示及び適切な考

査に基づく合理的な採用に努めること。

（2）早期募集及び計画的採用を促進すること。

（3）都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク

の積極的活用，養成施設に対する働きかけ等採用

方法を多様化すること。

（4）従事者の創意工夫が業務に反映できるような職

場づくりを推進するなど，従事者の職務の意欲や

満足度を高めるよう努めること。

（5）社会福祉法人間の人事交流を促進すること。

4　地域の理解と交流の促進

地域社会の一員として地域福祉の向上に貢献し，

地域住民の理解と支持を得ることは，社会福祉の仕

事の評価を高めるためにも重要である。

（1）社会福祉施設は福祉サービスの拠点として，地

域住民に対し専門的サービスを行うとともに福祉

サービスに関する情報・知識・技術を提供するこ

と。

（2）施設の地域開放，ボランティアの受入れ，地域

活動への積極的参加等地域との交流を促進するこ

と。

（3）社会福祉協議会は，地域住民，社会福祉施設，

各種団体等と協力して福祉活動のネットワークづ

くりを進め，地域福祉を推進する体制を整備する

こと。

5　経営基盤の強化

職員処遇の充実等を継続的に図っていくため，社

会福祉法人の経営者は，その経営基盤の強化に努め

る必要がある。

（1）高齢者保健福祉推進十か年戦略によって整備が

進められている老人福祉施設等と他の施設との併
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設，入所施設への在宅サービス部門の併設等によ

り，社会福祉法人の実情に応じ，複数・復種施設

の経営を進めること。また，施設の合築を積極的

に行うこと。

（2）社会福祉法人にふさわしい公益事業及び収益事

業の拡大を図ること。

（3）経営の近代化のため，社会福祉事業における経

営の重要性を認識し，法人組織の強化，事業運営

体制の強化等を図ること。

第4　国及び地方公共団体が講ずる支援措置

国及び地方公共団体は，社会福祉事業従事者の確

保を促進するために必要な措置を講ずる責務を有し

ている。このため，措置費等の改善，福祉人材セン

ターの事業の推進をはじめ，以下の点を踏まえつつ

経営者の行う人材確保を図るための措置を支援する

必要がある。

1　職員処遇の充実

（1）社会福祉事業にふさわしい適切な給与体系及び

職階制の整備について，社会福祉法人の経営者に

対して技術的援助を行うこと。

（2）勤務条件を改善し，併せてサービスの向上を図

るため，業務省力化設備の整備，業務体制の改善

等を推進すること。

（3）業務のマニュアル化等による業務の効率化に対

して，技術的援助を行うこと。

（4）健康管理対策を推進すること。特に感染症対策

を強化すること。

（5）国は，福利厚生事業の共同化を促進し，福利厚

生センターの事業を推進すること。

2　従事者の養成確保及び資質の向上

（1）生涯にわたる研修体系を確立するとともに，国

民のニーズの多様化，高学歴化等に対応した研修

内容の充実強化を図ること。

（2）施設長，生活指導員，寮母、ホームヘルパー等

の養成・研修体制を強化すること。

（3）社会福祉士及び介護福祉士の養成力の一層の強

化を図ること。また，介護福祉士専修学資金の貸

与，養成施設の教員，実習指導者の研修等を推進

すること。

（4）地域福祉活動コーディネーターへの社会福祉士

の登用，及び主任寮母又は主任ヘルパーへの介護

福祉士の登用を促進すること。

（5）リハビリテ一ションに対する需要の高まりに対

応して，理学療法士，作業療法士等の養成力の一

層の強化を図ること。

（6）専門的・指導的業務に従事する保育職員の養成

・確保に努めること。また，保母資格取得者の再

就業を促進するとともに，その専門性を生かした

活躍の場の拡大を図ること。

（7）社会福祉事業の業務及びその専門性に関する研

究の振興を図ること。

3　就業の促進及び定着化

（1）都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク

が行う無料職業紹介事業，就業に関する相談事業

等の充実を図り，就業を希望する者の経験や希望

就業条件に対応した適切な職業紹介を推進するこ

と。

（2）都道府県福祉人材センターが行う啓発・広報活

動を推進し，社会福祉事業への新規就業者の参入

及び社会福祉事業に従事した経験を有する者の再

就業の促進を図ること。

（3）都道府県福祉人材センターが行う社会福祉法人

の経営者に対する人材確保に関する相談等の実施

を推進すること。

（4）国は，全国的な観点から福祉人材確保対策を推

進するため，中央福祉人材センターが行う都道府

県福祉人材センターの支援，連絡調整を推進する

こと。

4　社会的評価の向上

（1）福祉教育の推進，普及啓発活動，ボランティア
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活動の振興等により国民の福祉に対する理解を深

め，従事者に対する社会的評価の向上に努めるこ

と。

（2）在宅福祉サービスの担い手であるホームヘル

パー等については，多様な機会を活用し，その仕

事の意義と重要性について国民の理解を深めるよ

う努めること。

（3）社会福祉事業に多大な功績のあった者の顕彰を

行う等積極的な評価策を講ずること。

5　社会福祉法人の経営基盤の強化

（1）社会福祉法人の機能を強化し，サービスの向上

と経営の近代化を図るため，経営者に対する指導

及び援助を充実すること。

（2）社会福祉法人の経営能力を高め，より良い施設

経営を確保するため，措置費の運用等について法

人の裁量の余地を拡大すること。

（3）同一社会福祉法人による複数・複種施設の経営，

施設の合築等を促進すること。
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